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経済論叢(京 都大学)第158巻 第1号,1996年7月

芸術支援政策の財政問題(2).
一 イギリス芸術評議会(ACGB)の 財政分析一.

金 武 創

IIIACGB財 政 の歴 史 的考 察

1.前 ・中期ACGBの 財政分析 一 福祉国家における芸術支援政策一..

(1)CEMAの 政 策 転 換 と ケ イ ンズ1.

イ ギ リス にお け る本 格 的 な芸 術 支 援 政 策 の始 動 は1946年 のACGB設 立 まで

待 た な けれ ば な ら ない.が,イ ギ リス 芸術 支援 政 策 の勃 興 期 とい え る芸 術 奨励 評

議 会(Councilf・rEnc・uragement。fMusicandArtsl以 下CEMA)の 活 動

とそ.の反 省 が 今 日の イ ギ リ.ス芸 術 支 援 政策 の基 礎 で あ る点 は決 して 軽視 で きな

い 。 こ こで は,.初 期 に は批 判 者 と して,1942年 以 降 は 会 長 と.してCEMAに 深

く関 わ った ケ イ ンズ の 芸術 支援 政 策 に 関す る哲 学 を整 理 す る。

CEMAは ア メ リ カの 財 団 と イギ リス 教 育 庁 に よ って1939年 に 設 立 され た 非

営 利 団体 で あ る。 そ の設 立 目的 は.「戦 時 下 にお け る芸術 活動 の奨 励 」 で あ っ た

が,こ れ には 「戦 争 に よ り生 活 を 脅 か され て い る芸 術 家 の支 援 」 「通 常 の 余 暇

生 活 が で きな くな っ た 国民 へ の 芸 術 の享 受 」 とい う二 つ の側 面 が あ り,そ の 初

期 に は,後 者 の側 面 が 重 視 され た認〕。.

一 方
,1940年 か ら1941年 にか けて,ケ イ ンズ は様 々 な公 務 で 多 忙 で あ った に

もか か わ らず,CEMAに 対 す る ロ ビ.一活 動 を 推 進 し て い た 。 彼 は 初 期 の

CEMAが アマ チ ュ ナ の芸 術 活 動 に資 金 を使 い,名 声 の あ る 芸 術 事 業 に対 す る

援 助 の機 会 を 逸 して い る と指 摘 した上 で,.「重 要 な の は水 準 で あ り真 剣 な専 門

23>CEMAの 活動についてはCEMA(1944)参 照。
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、家 の や る気 を保 つ こ とで あ.つて,村 の公 会 堂 で行 わ れ る無 名 の人 々 の コ ンサ ー

トで は な い」 と批 判 した。

.1942年,ヶ.イ ≧ ズ はCEMA会 長 に就 任 し,社 会 奉仕 的 で 教 育 的 な 性 格 が 強

か ったCEMAの 芸 術 支 援 政 策 を プ ロの 芸術 団 体 へ の 支 援 に シ フ トさ せ た 。 そ

爾

れ は 「す で に評 価 の 高 い プ ロの芸 術 活 動 お よ び ロ ン ドンで の 芸 術 活 動 を 重 視 し

す ぎ る」 と逆 に批 判 され た ほ どで あ る。

こ う して 振 り返 る と,イ ギ リス芸 術 支 援 政 策 の3原 則(プ ロの 芸術 家 へ の支

援 重 視,政 府 か らの 独 立 した 運 営,エ ス タ ブ リ ッ シ ュ メ ン トな 芸 術 分 野 の重

視)はCEMA時 代 の ケ イ ンズ が構 想 した もの で あ り,彼 が イ ギ リス.芸術 支 援

政 策 の 土 台 を構 築 した と評 価 し うる。
ヨ

〔2>前 期ACGBの 基 本 政 策 とそ の 問 題 点

一 八ーヴェイロー ド・アプローチと予算過程の民主化一

BBC放 送 を通 じて 行 った 演 説 で ケ イ ンズ はACGBの 政 策 方 針 と して 「(戦

争 で)荒 廃 した ロ ン ドンを 芸術 の都 とす る こ と」.「芸 術 の 脱 中央 集権 化」 の 二 毛

点 を提 唱 して い る禰。 しか し,こ れ まで の検 討 か ら推 察 す る と,ケ イ ンズ 自身

は 「芸 術 の 都 として の ロ ン ドン」 の再 興 を重 視 してい た と.十分 推 察 で き る謝。

前 期 の 歳 出 を み る限 り,.オ ペ ラ,演 劇,オ ー ケ ス トラ等,.ロ ン ドンに立 地 し,

.ll
国を代表するような大規模な実演団体への助成を中心としていたことはすでに

記 したとお りである。したがって,ケ インズの哲学を踏襲した前期の芸術支援

政策とは,懸 命な政策担当者の能力に多 く依存したという意味で,ハ ーヴェイ

ロー ド・アプローチと位置付けられるZ%

この特性を予算過程という点から考察する。他国のように,政 府が芸術団体 噸

に直接助成金を支給するシステムを採用すれば,自 ずか ら芸術家 と議会との間

24>Keynes(1945〕PP.370-371参 照 。

25)CEMA(1944)参 照 自

26)ACGB(1979)nn.9-10参 照 。
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芸術支援政策の財政問題(2).(79)79

で従属関係が成立 してしまう危険性が想定される.ことから,ケ インズはイギ リ

ス独特の芸術支援手法であるarm'slengthの 原則(政 府は助成金を支給する

が,.芸 術活動自体は政府か ら干渉されない即 を最優先することで,.政府から

独立 した芸術支援政策を目指したのであった。しかし,こ のシステムは芸術活

動の自由を保障するという意味では非常に優れているが,予 算過程の官僚制に

ついては対処策を持たないという別の問題を生じさせた。 この点を詳 しく検討

しよう。

まず第一に,仮 にACGBが 自らの利益だけを考え,公 益に反するような助

成金配分を遂行 した場合,そ れを防止する機能が議会 との相互関係において存

在しない点があげられる。議会は予算規模を決定することは可能であっても,

.個々の助成の可否には口出 しできない。一方,ACGBは 芸術支援機関ではあ

るが,選 挙を経た存在ではない。.したがって,国 民の意向と無関係に芸術支援

を進める危険性がこのa㎜'slengthの 原則に含まれているともいえる。

第二の問題点は,ACGBに 認められている.「予算配分権」,す なわち個別の

芸術団体への助成金を配分する権利があくまで議会による予算枠の制限を受け

ていることか ら,ACGBが 自らの予算規模 を決定する権限を全 く持ち合わせ

て.いない点である。結局,こ の芸術支援 システムは政治家の干渉から 「芸術活

動の自由」を保障する一方で,議 会に影響力を行使された場合に予算配分権の

存在意義を失 う可能性の残る予算管理システムと評価できる。

また,こ.の システムは芸術支援政策に 「ハ「ヴェイ ・ロrド の原則」を適用

した事例であるが,そ の観点からの問題点として,① 助成金芸術は特定のエ.

リー トによる思想統制や表現の自由の侵害等に結び付 く可能性があること,②

市場が歪められ,納 税者主権が考慮されないこと,③ 助成金給付システムは下

方硬直性が強く,増 分キ義で継続され,結 果的に政府予算の膨張を招 く可能性

があることなどがあげられよう。

27)こ の原則 はイギ リス独 自の もので あるが,第...・次大 戦後のBBC設 立 の際 に確立 してい た。.

従って,法 律 的な根拠があ るわけで はない。Pick(1988)参 照。
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.(3).中 期ACGBの 基 本 政 策 バ ッケリズム ・アプローチへの転換一 一

1964年 に発 足 した ウ ィ ル ソ ン労働 党 内 閣 は 八 一 ヴ ェイ ロー ド ・ア プ ロ ー チ を

修 正 す る施 策 を次 々 と展 開 した 。 まず は じめ に,教 育 科 学 省 内 に芸 術 図 書館 部

局 が 創 設 さ れ,ACGB予 算 は教 育 科 学 省 を 経 由 す る こ と に な っ た。 こ.のこ と

の

はイギリス芸術支援政策が教育政策の一部とされたことを意味する噌。 こうし

た政府介入は 「福祉国家の建設」 という政権の基本姿勢がそのまま反映した結

果であ り,市 場の失敗を公共政策でカバーしょうと試みる福祉国家的な手法を

芸術支援政策に適用 したものと位置付けることが.ロ」.能である。芸術分野におけ

る弱者救済という意味で,中 期の芸術支援政策はバ ッケリズム ・アプロ」チと

いえるが,こ れは①地方における芸術奨励,② 新たな芸術分野への支援,③ 国

民の芸術へのアクセス改善 と整理できる。

しかし,1970年 代に福祉国家の手法が政府の失敗を招いたのと同様の障害が

バッケリズム ・アプローチにも内在 してお り,財 政規模はこの時期に急増 した。

この背景め一つには,芸 術 アクセスの地域格差や教育訓練の重要性といった新

たな課題 に中期ACGBが 対応 しはじめたことがあげられる。また,前 期に助

成金を受けた芸術形態から発展 した新 しい芸術形態(モ ダンダンス,舞 踏,映

画,ジ ャズ等)の 評価がこの時期までに確立 し,一 種の価値財として認められ

た結果,そ れに対応する助成システムが構築された点 も指摘できる。

こうしたことから考えると,バ ッケリズム ・アプローチへの政策転換によっ

て,① 予算の肥大化による財政赤字体質,② 強固なとエラルキーの構築による

システム全体の非効率化,③ 行政機構の分化と個別利益化が利権に結び付 くこ

と,④ 公共的な意思決定が疎外されるといった福祉国家政策に派生する問題点

がACGBに も発生 した可能性を推察で きる。それでは,こ のような問題をど

のように解決 しようと試みたのか,1980年 代以降のサ ッチャーお よびメー

ジャー保守党政権下における芸術支援政策の変化を検証する。

28}ACGB(1979)P、10参 照 、
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2.後 期ACGB.の 財政秀析 一 サッチャリズムにおける芸術支援政繁一

(1)後 期ACGBの 基 本 政 策 一 『庭園の栄.瑚(19糾 年)一

サ ッチ ャー 政 権 以 降 の 芸 術 支 援 政 策 に対 ず る哲 学 をサ ッチ ャ リ ズ ム ・ア プ

ロー チ とす れ ば,'そ れ は① 歳 入 源 の多 様 化=中 央 政 府 以 外 の 資 金 調 達 先 を 開拓
の

すること,② 効率性の追及=ACGB自 体の規模縮小およびACGB予 算の歳

出削減という二点にまとめられる。

財政動向からみて,後 期には財政膨張に歯止めがかかったといえる。またi

企画開発分野 ともいえるマーケテ ィング部局,計 画 ・企画局等が創設された点

は,後 期ACGBの マネジメン ト指向の表れであり,1980年 代の 「行政の市場

主義化」を象徴するものといえる。

ACGBは 過.去40年間の施策に対する再検討 を行い,1984年 に新たな政策転

換の方向を 『庭園の栄光』 としてまとめた。ここでは,1960年 代あ諸改革にも

関わらず,地 方における芸術アクセスは全 く改善されていない点を最大の課題

としている。そして,① 地方の芸術水準をロンドシのレベルまで向上させるこ

:.と,②ロンドン以外の大都市圏への助成を重視すること,③ 歴史的な芸術形態

問における助成の不均衡是正を図ること,④ 地方 自治体や地元企業 といった

ACGB以 外の財源の多様化,.の4点 を新たな原則 として提唱 している鋤。

・の1985年 一1995年 までの蜘 計画であるr庭 園の栄光』で提唱 した騨 路

線 を 本 格 的 に実 行 す る た め に,サ ッチ ャー 政 権 は さ ら な る 具 体 案 の 提 示 を

ACGBに 求 め た 。 そ れ ら はACGBの 中央 集 権 化 と効 率 化 を 求 め た"Wilding'

Report",お よ び財 源 の 多 様 化 と芸 術 支 援 政 策 の 統.合 を試 み た"ACreative

Future'で あ る。次 に これ らにつ い て考 察 す る。

(2)地 方 機構 の改 革.・.一.一Wilding・・PoRO989年 〉

中 央 政 府 に よ る資 金 がACGBとRAAs(地 方 芸 術 協 会)を 経 て ど の よ うに.

使 わ れ て い るか を検 討 し,地 方 に お け る芸 術 支 援 の 効 率 化 を 目指 した報 告 書 で

29>A〔 沿B(1984)参 照。
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あ るWilding.reportで は,RAAsの 機 構 改 革 お よ び合 併 ・統 合 を具 体 的 な 改

革 案 と.して打 ち 出 して い る。

.まず 第 一 に,ACGBに よ る補 助 金 給 付 の増 加 がRAAsに お け る施 策 展 開 の

拡 充 を 図 っ た の は 明 らか で あ るが,.同 時 に各RAAsに 補 助 金 依 存 体 質 を植 え
虚

つ け た可 能 性 が 指 摘 で き る。 次 い で,ACGBの 財 政 支 援 は地 方 分 権 化 で は な

く,権 限 の 重層 化 にす ぎなか った点 で あ る。 す で に指摘 した よ うに,地 元 の草

の 根 レベ ル か ら設 立 され たRAAsは 後 にACGBか ら そ の存 在 を 公 式 に認 知

され た 結 果,補 助 金 を受 け る こ とに な った とい う経 緯 を持 つ が,そ の際,両 者

の役 割 分 担 につ い て は 明確 に され な か っ た。 した が って,ACGBとRAAsと

の 間で,何 の ルー ル もな い ま ま に芸 術 団体 に助 成 金 を給付 す る権 限 だ けが重 層

化 され,各 々の 機 関 が そ れ ぞ れ の助 成 基 準 に も とづ い て,勝 手 に助 成金 を支 給

す る シ ス テ ムが20年 以.ヒ機 能 して い た とい え る。 こ の重 層 構 造 を解 決す るた め

.に,WildingReportで はACGBの 役 割 を助 言 や 指 導 に 限定 す る一 方 で,基 本

的 に助 成 金 支 給 につ い て は各RAA%に 担 わせ る こ とが 提 唱 され た 。

具 体 策 と して,RAAsか らRABs(地 方 芸 術 委 員 会)へ の 機 構 改 革 お よ び

合 併 ・統 合 が 提 案 さ れ た。 まず 第 一 に,RAAsか らRABsへ の機 構 改 革 とは,

独 立 した 非 営 利 機 関 で あ る各RAAsをACGBの 下 部 機 関 で あ るRABsと し

て 再 編 し,ACGBの 役 割 を助 言 や 指 導 に限 定 す る 一 方 で,基 本 的 に助 成 金 支

給 につ い て は各RABsに 担 わ せ る もの とい え る。 これ に よ っ て,両 者 の役 割

区 分 を 明確 にす るだ け で な く,ACGBの 基 本 方 針 が 下 部 組 織 で あ る各RABs

に 反 映 す る こ とで,国 全 体 で 統 一 され た 施 策 が 推 進 さ れ る点 も期 待 で きよ う。

また,合 併 ・統 合鋤 につ い て は,① 各 地 方 が 勝 手 にRAAsを 設 立 した た め,

そ の管 轄 面 積 や 人 口規 模 が 全 国.一律 で な い,②RAAsの 数 が12と い うの は多

す ぎて 非 効 率 で あ る とい っ た 二つ の理 由か ら,RABsを12か ら6な い しは9へ

合 併 ・統 合 す 乙 こ とが 提 案 されt`90。.こ れ はで きる だ け 同規 模 で 少 数 のRABs

30)Wild血g(1989)PP.51-69参 照 。

31)結 局,各RAARの 抵 抗 か ら,こ の提 案 は 修 正 され,イ ン グ・ラ ン ドのRABsば1991年10月 ま/
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芸術支援政策の財政問題.(a)(83.).83

に再 編 す る こ とで;施 策 の効 率 を高 め る こ と を 目指 した と考 え.られ る。

この 改 革 案 に つ 、・て は,ACGBに よ る財 源 の効 率 的 運 用 とい う意 味 で は十

分 評 価 す べ きで あ り,積 極 的 な提 案 とい え る。 しか し なが ら,該 当 地域 に お け

る芸術 享 受機 会 どい う側 面 で み る と,合 併 ・統 合 の 評 価 は 全 く異 な る もの とな

る可 能 性 が あ る。 ま た,各 地 域 で 独 立 運 営 され て い たRAAsをACGB.の 下

部機 関 で あ るRABsに 再 編 した 点 を注 目す れ ば,こ の改 革案 の 目標4tACGB

へ の 中央 集 権 化 に よ る歳 出 削 減 にあ る こ と も考慮 さ れ るべ きで あ ろ.う。

(3)包 括 的 な芸 術 支 援 政 策 の 策定AC趙a廿 ・・Future〔1993年)一

1990年3月,政 府 は 関 連 す る 他 の 公 的 機 関 を 交 え た 共 同 作 業 に よ っ て,

ACGBが 芸 術 支 援 政 策 全 体 を調 整 す る こ とを 要 請 した。 そ の作 業 部 会 は他 の

芸 術 支援 団体,地 方 自治体 関係 者,美 術 館 関 係 者 等 で 構 成 され,提 案 され た改

革 案 はACreativeFutureと して ま とめ られ た。

この改 革案 の特 徴 は① 芸 術 団体 を助 成 す る機 関 を財 源 団 体(fundingbody)

あ る い は 財 源 シ ス テ ム(fundingsystem)と 位 置 付 け た 上 で,こ.のfunding

(資金 調 達 お よ び資 金 配 分 の 二 つ の 意 味 で)の 効 率 性 を追 及 した こ と麗㌧.② こ

れ ま で の よ う な芸 術 形 態 別 あ る い は 予 算 費 目別 の長 期 計 画 で は な く,「 財 源⇔

芸 術 供 給 者⇔ 芸 術 享 受 者」 とい った相 互 関 係 に注 目 し,そ れ らの コ ミュニ ケ ー

シ ョ ンを改 善 す る こ とに重 点 をお い た 点 にあ る。

こ こで は.ACGBの 基 本 的 な役 割 を ① 芸 術 支 援 に あ た り;政 府 と一般 大 衆

か ら理 解 を得 る こ と,お よ び芸 術 に携 わ る人 に 活動 機 会 を保 障す る こ と,② 有

用 性 を高 め,様 々 な障 害 を取 り除 くこ とで,芸 術 を 楽 しむ機 会 を よ り効 果 的 に

す る こ と,③ 芸 術 部 門 に お け る教 育 の 重視 と教 育 部 門 に お け る芸 術 の 重視,④

高 い 質 の 芸 術 活 動 に 対 す る支援 の 重視,特 に あ ら ゆ る分 野 の 独 創 的 な 芸術 作 品

に対 す る支 援 の 重視,⑤ あ らゆ る文 化 に対 す る選 択 ,理 解,尊 重 を奨 励 す る た

＼ で に12か ら10へ 合併 ・統 合 され た 。

32)W已1)b巳r&Ch謡ans(1993)p.1参 照 。
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め,広 範 囲 の芸 術 に対 す る支 援,⑥ 芸 術 家,鑑 賞 者,キ ュ レー タ一等 が 過 去 の

芸術 作 品 か ら利 益 を得 られ る よ うに保 障 す る こ と,⑦ イギ リス の芸 術 活 動 を国

際 的 な レベ ル まで 高 め る こ と,お よ び コ ミュニ テ ィ レベ ルで 世 界 中 の芸 術 を楽

しめ るよ うに.する こ と,⑧ 財 源 増 加 の 奨励 ⑨ 地理 的 な差 別 を な くす よ うな芸
直

術開発を推進すること,⑩ 公正,公 平,単 純な支援団体の運営 と地域 レベルで

.の決定を尊重することとなっている。 しか し,中 央政府からのACGB補 助金

を相対的に削減することに主眼'をおけば,財 政責任の明確化をACGBに 求め

たという点にその意義が認められる劉。

(4)1993年 の改 革 一 国民文化財省の創設とACGB解 体一

サ ッチ ャー政 権 に よ る改 革 は芸術 活動 にお け る経 済 条 件 を何 ら整 備 す る こ と

が な い ま ま,市 場 原 理 を積 極 的 に導 入 した と考 え られ るが,次 の メー ジ ャー 政

権 は こ の方 針 を継 承 しなが ら,国 民 文 化 財 省(DepartmentofNationalHeiit-

age:以 下DNH)の 創 設 とACGBの 解 体 とい う新 た な改 革 を進 め た 。 こ こに

イ ギ リス 芸術 支援 政 策 はケ イ ン ズ に よ るACGB創 設以 来 の大 きな 転 機 を 迎 え

た とい え よ う鋤。

ACGBの 解 体 とは,形 式 上 は これ までACGBの 下 部 機 関 と して 位 置 付 け.

られ て い たSAC(ス コ ッ ト ラ ン ド芸 術 評 議 会)とWAC(ウ ェー ル ズ芸 術 評

議 会)が 各 地 方 政 府 に移 管 さ れ た こ とを指 す 。 各 地 方 政 府 が 芸 術 支 援 政 策 を 決

定 し,SACとWACが 具 体 的 な 芸術 支援 政 策 を担 う と い う単 線 的 な シス テ ム

33)Hewisりn(1994)に よれば,こ の1990年 前後,「 上位20団 体 につい ては中央政府 が助成 し,そ れ

以外 はRAARが 助成す る」 とい うACGB廃 止案が浮hし たが,最 終 的には財 政責任 を強調 し

た上でawislength原 則 を尊重す ることが再確 認された。詳 しくはHew丘s(m(1994)p.127参 照。

地方 自治体 の財 政責任 を提唱 した 「レイフ ィー ル ド委員会報 告」 については,高 橋 口978)PP-

333-344参 照 。
・34)Hew,,..〔1994)は サ ッチ ャーが レベ ルの高い芸術 団体 を積極的に支援す るこ とで

,国 威発揚

を 目指 したのに対.し,メ ージ ャーは国民生活 の質 を重視 した と分析 している。.その意味で は,後

期はパー・ヴェイローード・アプローチに近い1980年 代 とバ ッケIJズ ム ・ア プローチに近い1990年 代

とさ らに区分で きる。.こうした両 政権の芸術 支援政 策の比較につ いては,Hewison(1994)p.419

参照。
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芸術支援政策の財政問題(2)(85)85

が作 られ た 点 は評 価 で き る こ とか ら,こ れ を地 方 分 権 化 と位 置 付 け て差 し支 え

ない だ ろ う。 しか しな が ら,ACGBは イ ング ラ ン ド芸 術 評 議 会(ArtsCoun・

cilofEngland:以 下ACE)に 格 下 げ と な り,イ ギ.リス全 体 の 芸術 支 援 政策 を

統括 す る機 関 は この時 点 で 消 滅 レた とい う事 実 は 見 逃 せ な い 。

また,1992年 総 選 挙 の結 果,第 二 次 メー ジ ャー 政 権 は 余 暇 政 策全 般 の見 直 し

を進 め,国 民 文 化 財 省 を創 設 す る こ とで,余 暇 関 連 分 野(文 化財,観 光 業,メ

デ ィア,映 画 産 業,ス ポー ツ,芸 術,図 書 館;美 術館/博 物 館 〉 の統 合 を推 進.

した。 これ が 意 味 す る こ と は,バ ッケ リズ ム ・ア プ ロ ー チ の延 長 線 上 で は な く,

あ くまで も民 間企 業 を巻 き込 ん だ(市 場 の 自律 性 を重 視 す る〉 産 業 振 興 的 な ア

プ ロー チ に よ り,(芸 術 を 含 め た)国 民 の.文化 的 な 生 活 を保 障 す る 構想 にあ る

とい え よ.う。 これ は ケ イ ンズ路 線 か らの 脱却 と考 え ら れ る。

ま た,国 家 に よ る宝 く じは168年 間禁 止 され て い た が,余 暇 政 策 の新 た な 財

源 を確 保 す る た め,全 国 宝 く じ(NationalLottery)が 創 設 され た 。 サ ッチ ャ

リズ ム ・ア プ ロー チ の も と,企 業 メ セ ナ の推 進 や 寄 付 税 制 改 革 等,こ れ まで も

政 府 は多 様 な 芸 術 支援 財 源 を模 索 して きたが,こ れ は 国民 全 体 を対 象 と した 財

源 獲 得 方 法 とい う点 で 評価 で きる。

IVイ ギリス芸術支援政策の財政問題

第.3章 で は,ACGB各 類 を ハ ー ヴ ェ イ ロー ド ・ア プ ロ ー チ,.バ ッケ リ ズ

ム ・ア ブ.ロー チ,サ ッチ ャ リズ ム ・ア プ ロ ーチ と位 置 付 け,そ れ ぞ れ の特 性 を

基 本 政 策 の 違 い や財 政 動 向 の点 か ら明 らか に した 。 本 章 で は,芸 術 支 援 政 策 に

お け る① 財 政 動 向 の 要 因,② 消 費 者 単権 へ の 対 応,③ ネ ッ トワー ク モ デ ル の可

能 性 とい う三 点か ら,イ ギ リズ芸 術 支 援 政 策 の財 政 問 題 とそ の将 来 像 を考 察 す

る。.1

1.ACGB財 政 の動向 とその要 因

戦前 のCEMA時 代 を含 め て1ほ ぼ 半 世 紀 にわ た りイギ リ.スにお け る芸術 支
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援 政 策 を 担 っ て きたACGBで あ った が,第3章 の 財 政 分 析 が 示 唆 した よ う に

そ の 膨 張 傾 向 は顕 著 で あ っ た。 こ こで は,ACGBの.財 政 膨 張 要 因35,を経 済 的

側 面,政 治 的 側 面,制 度 的 側 面,行 政 的側 面,国 際 的側 面 か ら考 察 す る。

政 治 的 側 面 と は,福 祉 国 家 の 建設 が 党 派 を 問わ ず 共 通 の政 策 目標 で あ った こ
盈

.とが政府財政の膨張を招き,そ のことがACGB財 政に影響を与えたと推測で

きる。この点は芸術分野の弱者救済を重視する中期に最 も財政膨張が進んだと

いう事実から裏付 けられる。次に,制 度的側面 とは,芸 術支援政策の統治構造

に注 目するものであ り,ACGB財 政が中央政府の財政性向(前 期 と中期には

財政膨張性向,後 期は相対的に財政抑制傾向)に 従属 した制度であったとす る

考え方である。中央一地方関係における統治構造上の問題,す なわち助成金の

二重支給構造が放置され,ACGBの 財政膨張 に結び付 いた点も同様の要因と
ト

いえる。また,行 政的側面 とは,公 共体自体に財政膨張の要因を求めるもので

あるoPickが 指摘す るように,芸 術助成予算の半分を占めている大型実演団

体に対する圧力団体仮説については,ACGBを 担 う 「芸術官僚押(ACGBの

ア ドバイス組織委員と.ACGBの 事務局職員)の 大半が助成金を受ける立場で

ある芸術実演団体での勤務経験を持つことから十分推察できる。最後に,伝 統

的に芸術支援予算をイギリスより多 く出費 している欧州大陸諸国との平準化圧

力が公的助成の規模拡大に大きく寄与 したという国際的側面 もうかがえる。 し

かし,自 由時間の増加 と可処分所得の向上が芸術助成への需要圧力に結び付い

たという意味での経済的側面は現時点では論証できない。

一方,.前述 した各要因を除去 し,ACGB財 政を抑制する試みがサ ッチャリ

ズム ・アプローチのもとで展開 したことはすでに記 した通 りである。これは政

府介入の抑制 と民間の自主選択の奨励 という意味で,一 種の価値財の減量化に

よる公共財全体の抑制 と捉えられる。

35)こ の 項 は 政 府 部 門 の 財 政 膨 張 要 因 を 整 理 し た 高 橋(1989)を 参 考 に した 。 詳 し く は 高 橋

(1989)1)p.22〔}一236参 照 じ

36)P重ck(1988)PP.87-95参 照o.
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芸術支援政策の財政問題(2).(87)87

2,芸 術支援政策 における消費者主権への対応

芸 術 が公 共 財 と して供 給 され る根 拠37:,と して,ボ ー モ ル ら は① 国 家 や 地 域社

.会 に対 す る威厳 ② 関連 産業 の利 益 の誘 因 とな る こ と,③ 将 来 世 代 の 継承 を保

障 す る こ と,④ 教 育 的 な 貢献 の4点 を あ げ てい る。 この 考 え方 を 消 費 者 主 権 論

に照 ら しあわ せ なが ら,こ こで は イギ リ ス芸 術 支 援 政 策 の将 来 像 を検.訂す る。

まず 第 一 に,ACGBの 歴 史 を 公 共 的 価 値 の 変 容 とい う視 点 か ら検 証 して み

よ う.。前 期 で は,助 成 金 支 出がACGB財 政 の8割 以.ヒ を 占 め て お り,特 に

RoyalOperaHouseへ の 助 成 が 中 心 で あ った こ とは す で に記 した とお りで あ

.る。 ボ ー モ ル らの示 した根 拠 を適 用 す れ ば,前 期 は 「イ ギ リ.スの 威 厳 を 内外 に.

示 す 」 とい う価 値 判 断 が 尊重 され た時 期 と考 え て よい だ ろ う。 次 に,地 方 機 関

の支援,芸 術 ア クセ ス の 改善,教 育/訓 練 の充 実 等 が 新 た に 推 進 され た こ とか

ら,中 期 には 国家 の 威厳 を示 す こ とに加 え,「 教 育 的 な貢 献 」 「将 来 世代 へ の継

承 」 とい った側.面が 芸術 支 援 政 策 の新 た な基 本 目標 に加 わ った こ とが わ か る。

最 後 に,後 期 は 「第 三次 産業 の成 長 促 進 」 とい う価 値 判 断 を は じめ て 重視 した

時 期 とい え るが,サ ッチ ャ リズ ム ・ア プ ロ ーチ は財 政 規 模 の 抑 制 を最 優 先 課題

と して い た こ とか ら,む しろ前 期 と中期 の パ ラ ダ イ ムを 遮 断 して,財 政規 模 の

.抑 制 を 目的 化 した と評価 で きる6

こ こ.には,芸 術 を創 造(生 産 〉 す る側 へ の 関 心 は み られ て も,逆 に 創 造 され

た 芸 術 を享 受(消 費)す る側 に対 す る 配 慮 は あ ま り うか が わ れ な い 。ACGB

は一 貫 し て 自 らの 価 値 観 に 適 す る芸 術 を創 造 す る.(一 種 の価 値 財 を 供 給 で き

る)生 産 者 だ け を支 援 して きた とい え る。 「公 共 性 は高 いが 生 産性 の 低 い 芸 術

分 野 の 生 産者 に対 して,何 らか の 公 的 助 成 は 必 要 で あ る」 とい うボ ー モ ル等 の

主 張 は芸 術 を享 受 す る側 の存 在 を 無 視 す る こ とを肯 定す る もので は な い。 この

考 え方 を優 先 す れ ば,ア マ チ ュ アの 芸 術 活 動 を全 く無 視 しなが ら,20の 大 規模

な実 演 団体 へ の 助 成 金 総 額 が 全 予 算 の 半分 を 占 め る とい う現 状 に は再 検 討 の 余

地 が 残 る。

37)Baumo】&翫wen(19%)p483-501参 照。
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本来,助 成金給付を中心 とする芸術支援 システムには,① 芸術活動を専門的

見地から評価する機能,② 納税者(消 費者)の 意向を公共的意思 として集計す

る機能,③ 両者を調整 しながら,支 援施策の優先順位を決定 した上で,そ の実

現を支援する機能,と いう三つの機能が考えられる。しか し,現 在のACGB
爵

には,国 威を示す実演団体を重視する偏 った評価機能とその評価に即 した助成

金支給の部分が肥大化する一方,納 税者の意向を芸術支援政策に反映させる側

面が見受けられない。ここに市場 システムを導入すること,あ るいは納税者の

意思を専門評価機関の人選に反映させ る公選制度を導入すること等が具体策と

して提示できよう.。また,公 共的意志決定 システムをうまく機能させるために

は,各 納税者の審美眼,す なわち 「芸術を享受す る潜在的な能力」を開発する

必要がある冊)。芸術活動の.専門的評価 についても 「(国家の威厳と伝統の継承

ばか りを重視 し)す でに評価の定まった大型実演団体に大半の助成金を配分す

るとい..う現在の方針の再検討」謝 を実施 し,む しろ新たな伝統を創造する 「実

験する権利」にも力をいれるべきなのかもしれない。.

詠.芸術支援政策におけるネットワークモデルの可能性

一 財政責任と政府組織モデルからの考察一

イギリス芸術支援政策における中央一地方関係はこれまで二層構造として示

されてきたが,そ の資金調達システムに注目した場合,ACGB補 助金を支給

する政府は無視できない存在 と.いえる。そこで,政 府を付け加えた三層構造と

した上で,議 論を進めたい。

前期ACGBは 地域の芸術活動を企画運営す る地方事務所 を開設 したが,

1956年 までに全て閉鎖 した。したがって,中 央一地方関係はRAAsに 補助金

を支給 し始めた中期以降に展開 した といえる。このことほ各RAAsの 財政基

38)こ の効 果は納税者の専門評価機関に対する監視能 力向上だ けで はな く,創 造 された芸術活動の

公共財 と しての機能を向上させ ることに も結 び付 くとも位置付 けられ る。

.39}Peacock(1992)p.17参 照。
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盤 を強化 し,地 方 に根 ざ した芸 術 支 援 政 策 の 推 進 に効 果 が あ った が,地 元 財 源

以 上 に補 助 金 が 急 増 した こ と か ら,.各RAAsに 補 助 金 依 存 性 向 を植 え付 け た

上 に,間 接 的 にACGB財 政 の膨 張 を招 い た点 は逆 効 果 と考 え られ る。

後 期 のWildingReportは 中 央 と地 方 の役 割 分担 を 明確 に す る こ とで,芸 術

助 成 金 シス テ ム の単 線 化 を 図 る とい う地 方 機 構 改 革 を 目指 した 政策 提 案 で あ る。

しカ「し,実 際 に は,地 域 の 非 営 利 団 体 で あ るRAAsがACGBの 下 部 機 関 で

あ るRABsに 改 編 され た だ けで,中 央 と地 方 との 役 割 分担 は全 く改 善 され な

か った 。 し た が っ て,こ れ は 地 方 分 権 の 推 進 を 目 的 と し た も の で は な く,

ACGBの 歳 出 削 減 策 とい う側 面 が 強 く うか が わ れ る。 しか も,こ れ は 政 府 方

針 で あ り,決 してACGBの 自助 努 力 で は なか った 点 は 留 意 す べ きで あ ろ う。

結 局,財 政 権 限 とい う視 点 か らみ れ ば,政 府一ACGB-RAAsと い う三 層

構 造 は政 府 を 中核 と した 完 全 な 中 央 統 制 型 シ ステ ム で あ り,こ れ は レイ フ ィ ー

ル ド報 告 で い う 「中 央 責 任 の 体 制 」 とい え る。 一 連 の サ ッチ ャ リ ズ ム ・ア プ

ロー チの も とで,芸 術 支援 政 策 の 中 央一 地 方 関係 は財 政権 限 を主 軸 と レた 中 央

責 任 の体 制 と して 再 構 築 さ れ た こ とが うか が え る。

とこ ろで,こ の 問 題 を政 府 組 織 モ デ ル仮 説 か ら検 討 す る と,前 期 と 中期 は ヒ

エ ラ ル キ ー モ デ ル に 当 て は ま る と考 え ら れ る 。 一 方 ,サ ッチ ャ リ ズ ム ・ア プ

ロー チ を.とお して ラACGBは マ ー ケ テ ィ ング 思 想 を 組 織 内 に持 ち 込 ん だ こ と

は同 時 期 の イギ リス 公 共体 に お け る市 場 主義 モ デ ル の導 入 と重 ね 合 せ る こ とが

で きる。 この モ デ ルは財 政 規模 抑 制 に伴 うコ ス ト意 識 を再 認 識 させ る効 果 を期

待 で き るが,当 局 が これ を 「効 率 化 の成 功 」 と即 断 してい る点 は疑 問 の 余地 が

残 る。 す な わ ち,財 政 削 減 に伴 う事 業縮 小 は公 共 体 自 らQ責 任 の放 棄 と もい え

る こ.とか ら,市 場 主義 モ デ ルへ の転 換 は必 ず しも効 率 化 と は結 び付 か な い側 面

が 残 る。

最 後 に,こ の 中 央一一地方 関係 は ネ ッ トワー クモ デ ルへ 進 化 す るので あ ろ うか 。

1993年 のACGB解 体 に伴 うACE発 足 が さ ら な る 中央 政 府 の統 制 を招 く可 能

性 は十 分 想 定 さ れ る こ とか ら,将 来 的 にACEとRABsが ネ ヅ トワー クモ デ
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ル と進 化 す る こ とは か な.り難 しい と考 え られ る。 む し ろ,地 方 レベ ル でRABs

が 中核 とな る ネ ッ トワー クモ デ ル の可 能 性 が 期 待 で き る。

例 え ば,RABsの 一 つ で あ る北 イ ング ラ ン ド芸 術 委 員 会(NAB)は 管 内全

て の33自 治 体 に地 域 芸術 開発 局 を設 置 させ,企 画 や 財 政 面 か ら コ ミェニ テ ィ レ
露

ベルの芸術振興を支援 している。また,こ こでは芸術と社会を結び付 けようと

する非営利団体を財政援助や業務委託 といった形で支援 している。さらに;約

三千件にのぼる地元芸術家の作品情報を自由に閲覧できるシステムも整備し,

芸術情報のプール化を進めている.。》。 したがって,こ うした試みが地域に根ざ

した芸術振興ネットワーク ・モデルに成長する可能性は十分想定できる。

しか しなが ら,地 方 レベルでのネットワーク ・モデル形成に欠かせない前提

条件である財政責任(財 政支出の水準 と型を決める責任を負 うこと)を 明確に

することは非常に難 しい。具体的には,各 地方自治体と地元企業がNABへ の

補助金や寄付金を増加させ,RABsの 地元財源比率を高めることが望まれるが,

.イギ リス地方自治体の財源構造は極めて脆弱であ り,.地元の経済活動 も停滞ぎ

みであることを考慮すれば,そ の実現はかなり困難といわざるをえない。

.
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Vお わ り ・に

本論文では.,.公共財理論を中心に余暇先進国イギ リスにおける芸術支援政策
ヨ

の財政問題をその役割を担 ってきたACGBの 財政分析から考察 した。ll

まずは じめに,ACGBの 財政規模は政治的要因,制 度的要因,行 政的要因

等か ら,ユ970年 代までは拡大傾向にあった ものの,そ れ以降はこれらの要因を

除去することで財政抑制が推進されつつあると評価で きる。この背景には芸術

還分野における一種の価値財の抑制傾向が推察で きる。次に,イ ギ リス芸術支援

政策の特長であるarm'slength原 則には,芸 術表現の自由を保障する利点が

ある一方,納 税者の意向を反映できないというマイナス面 も認められることか

ら,納 税者 の嗜好 と混合財供給 との乖離の可能性が問題 とされた。また,

、。)北 イ 。グ。 。,地 。。。ける芸術支援。体。詳細 。つ.。 。,拙 稿(19,2)(　 惨 照.1
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ACGBに おける政府組織モデルの歴史的変化についても,他 の政府機関と同

様の傾向といえる1970年代までのヒエラルキーモデルの形成と1980年代の市場

主義モデルの導入があったことに加 えて,ACGBの 解体に伴い,住 民の意向

を尊重するネットワークモデルの萌芽を示唆することができた。

長らくACGB.単 独による公共財供給システムとして発展 したイギリス芸術

支援政策は消費者主権を重視する方向へ転換 し始めたことを本論文では示唆 し

た。同時に,全 てを市場 システムに委ねる手法の問題点や依然として政府主導

の公共財供給シス.テムを推進 している国々の問題点についても,ACGBの よ

うな公的専門機関と政府,議 会,そ して納税者の相互関係から比較検討すべ き

であろう。また,財'政 責任 と地方分権の視点から,中 央7地 方関係における財

源問題や助成金システムの検討をする必要 も認められる.。さらに,芸 術に関す

る納税者の情報不足を解消 し,芸 術分野の消費者主権を確立する芸術支援政策

のあ り方についても,今 後,議 論を深める必要があろう。

いずれにしても,芸 術活動 とその公的支援の問題は多 くの議論の余地のある

研究対象であ り,本 論文の到達点であるネットワークモデルを.念頭において,

一層の研究を進めたい。
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